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令和元年瀬戸市議会６月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

 

第３号議案  消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について  

担当課・係名  財政課 財政係  

１ 条例制定の理由  

  令和元年１０月１日から消費税率及び地方消費税率を合わせた税

率が８パーセントから１０パーセントに引き上げられることに伴い

関係規定を整備するため、瀬戸市条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア 本条例で改正の対象となる条例数  

    ２１件  

  イ 瀬戸市財産条例の一部改正  

行政財産（土地・建物）の目的外使用に係る使用料に関し、算出し

た額に乗じる率を１００分の１０８から１００分の１１０に改定する

（土地は１月未満の使用の場合に限る。）。  

  ウ  瀬戸市スポーツ施設条例、瀬戸市立学校体育施設使用料条例、瀬戸

市定光寺野外活動センター条例、尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管

理に関する条例、瀬戸市新世紀工芸館条例、瀬戸市デジタルリサーチ

パークセンター条例、パルティせと市民交流センター条例、瀬戸市地

域交流センター条例、瀬戸市宮前地下街使用条例、瀬戸市春雨墓苑条

例、瀬戸市斎苑条例、瀬戸市老人憩いの家の設置及び管理に関する条

例、瀬戸市立休日急病診療所条例、瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例及び瀬戸市都市公園条例の一部改正  

施設等の使用料、利用料、手数料について、消費税率及び地方消

費税率が引き上げられることを考慮し額を改定する。  

  エ  瀬戸市道路占用料条例、瀬戸市公共用物の管理に関する条例及び

瀬戸市河川管理条例の一部改正  

    道路、河川等の占用料について、消費税率及び地方消費税率が引

き上げられることを考慮し額を改定する。  

オ 瀬戸市水道事業給水条例及び瀬戸市下水道条例の一部改正  

    給水装置の新設等に係る加入分担金及び水道料金並びに下水道使
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用料について、消費税率及び地方消費税率が引き上げられることを

考慮し額を改定する。  

 ⑵ 施行期日等  

施行期日を令和元年１０月１日とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例制定に係る根拠法令  

⑴ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６

８号）  

⑵ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成２

４年法律第６９号）  
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第４号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

担当課・係名  消防課 予防グループ  

１ 条例改正の理由  

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消

防法に基づく手数料を改定するため、条例中所要の事項を改正する

もの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

   消防法第１１条第１項前段の規定に基づく浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所設置許可手数料

を次の表に掲げるとおりとする。  

区分  手数料  

危険物の貯蔵最大数量が１０，０

００キロリットル以上５０，００

０キロリットル未満のとき  

１件につき１，５９０，０００円  

（現行  １，５８０，０００円）  

危険物の貯蔵最大数量が５０，０

００キロリットル以上１００，０

００キロリットル未満のとき  

１件につき１，９５０，０００円  

（現行  １，９４０，０００円）  

危険物の貯蔵最大数量が１００，

０００キロリットル以上２００，

０００キロリットル未満のとき  

１件につき２，２７０，０００円  

（現行  ２，２６０，０００円）  

 ⑵ 施行期日等  

   施行期日を令和元年１０月１日とし、所要の経過措置を設け

る。 

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１

６号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の額

の標準について、消費税率及び地方消費税率の税率引上げにより、

その積算に増額の影響を受けることとなる手数料のうち、直近の人

件費や物件費等の変動を加味した試算を行い、それでもなお現行に

比して増額となる件について引き上げる改正がされることに伴い、

手数料の改定を行うもの  
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第５号議案  瀬戸市火災予防条例の一部改正について  

担当課・係名  消防課 予防グループ  

１ 条例改正の理由  

  住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準

を定める省令が一部改正され、住宅用防災警報器等を設置しないこ

とができる場合が追加されたこと等に伴い、条例中所要の事項を改

正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 就寝の用に供する居室等、設置が必要とされている住宅の部分

に住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として、

「特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関

する省令（平成２０年総務省令第１５６号）に定める技術上の基

準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。」を

追加する。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とする。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準

を定める省令（平成１６年総務省令第１３８号）  
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第６号議案  瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に

ついて  

担当課・係名  社会福祉課 保護係  

１ 条例改正の理由  

  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正等に伴い、災害援護

資金の貸付利率を市が条例で設定できるよう見直されたことを踏ま

え、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

ア  災害援護資金の貸付利率について、次の表のとおり掲げると

おりとする。  

区分  利率  

保証人を立て

る場合  

無利子  

（現行 年３％（据置期間中は無利子））  

保証人を立て

ない場合  

年１％（据置期間中は無利子）  

（現行 年３％（据置期間中は無利子））  

 ※貸付条件の１つであった連帯保証人の必置義務が撤廃されたため、

保証人を立てる場合と立てない場合で利率を区分する。  

イ  災害援護資金の償還方法について、月賦償還と年賦償還を追

加する（現行は半年賦償還のみ。）。  

⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とする。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）  

  災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和４８年政令第３７

４号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

被災者支援の充実を図る観点から、法律で年３％と固定されてい

た災害援護資金の貸付利率を市が条例で設定することが可能となっ

たことを踏まえ、無利子又は低い利率での貸付けを可能とするため

の条例改正を行うことで、被災者の返済負担を軽減し、被災者支援

の充実に資することが可能となるもの  
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第７号議案  瀬戸市附属機関設置条例の一部改正について  

担当課・係名  高齢者福祉課  介護保険料係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸市高齢者福祉計画及び瀬戸市介護保険事業計画を適切に評価

するための市長の附属機関として、瀬戸市高齢者福祉計画・介護保

険事業計画評価委員会を設置するため、条例中所要の事項を改正す

るもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア 附属機関の名称   

瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画評価委員会  

  イ 担任事務  

 瀬戸市高齢者福祉計画及び瀬戸市介護保険事業計画の評価及

び進行管理並びに施策の方向性の審議に関する事務  

  ウ 委員の定数  

    ５人以内  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０２条の３  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

附属機関を設置し、瀬戸市高齢者福祉計画・瀬戸市介護保険事業

計画を客観的に評価する視点を加えることで、より効果的な事業展

開につながるもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 7 - 

第８号議案  瀬戸市介護保険条例の一部改正について  

担当課・係名  高齢者福祉課  介護保険料係  

１ 条例改正の理由  

  介護保険法施行令の一部改正に伴い、所得の少ない第１号被保険

者に対する介護保険料の軽減措置が強化されたことから、条例中所

要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴  所得の少ない第１号被保険者に係る保険料について、次の表に

掲げるとおり減額する。  

所得  

段階  
対象者  現行  

令和元年度  

令和２年度  

第１  

段階  

生活保護又は老齢福祉年金受給者  

世帯全員が市民税非課税で本人の公的

年金等収入額と合計所得金額の合計が

80 万円以下の方  

27,010 円  21,946 円  

第２  

段階  

世帯全員が市民税非課税で本人の公的

年金等収入額と合計所得金額の合計が

80 万円を超えて 120 万円以下の方  

41,865 円  33,425 円  

第３  

段階  

世帯全員が市民税非課税で本人の公的

年金等収入額と合計所得金額の合計が

120 万円を超える方  

50,643 円  48,955 円  

  ※第１段階は、現行も軽減措置あり（軽減前 30,386 円）。  

※保険料の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日から施行し、改正後の瀬戸市介護保険条例の規定は、

平成３１年４月１日から適用する。また、所要の経過措置を設け

る。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

低所得者の保険料の軽減強化のため、介護保険法施行令が改正さ

れたことに伴い、第１段階の軽減割合を増加するとともに、第１段

階のみであった軽減対象者を第１段階から第３段階までの対象者に

拡大し、負担を緩和するもの  
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第９号議案  瀬戸市児童遊園設置条例の一部改正について  

担当課・係名  こども未来課  こども未来係  

１ 条例改正の理由  

  にじの丘学園に通学する児童生徒用のバス停留所を設置すること

に伴い、祖母懐児童遊園を廃止するため、条例中所要の事項を改正

するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴  別表から、祖母懐児童遊園（位置  瀬戸市上ノ切町４３番地）

を削る。  

 ⑵ 施行期日等  

   令和元年９月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

にじの丘学園に通学する児童生徒用のバス停留所を整備すること

で、通学時の安全確保につながるもの  
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第１０号議案  瀬戸市青少年問題協議会設置条例の廃止について  

担当課・係名  こども未来課  こども未来係  

１ 条例廃止の理由  

 子ども総合計画を策定するに当たり、昨今の子ども・若者をめぐ

る環境の変化を考慮し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する

子ども・若者に対する支援を総合的かつ効果的に実施するため、地

方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第１条の規定に

基づき設置した瀬戸市青少年問題協議会に替わる新たな支援の枠組

みとして、子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１

号）第１９条第１項の規定に基づく瀬戸市子ども・若者支援地域協

議会を設置することに伴い、瀬戸市青少年問題協議会設置条例を廃

止する必要があるため。  

２ 条例廃止の施行期日  

  公布の日  

３ 条例廃止に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  
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第１１号議案  東山小学校大規模改修（建築）工事請負契約の締結に

ついて  

担当課・係名  教育政策課 施設係  

１ 議案提出の理由  

  東山小学校大規模改修（建築）工事の請負契約を締結するに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 契約金額  

   １９７，６７０，０００円  

 ⑵ 工事場所  

   瀬戸市東山町７１番  

 ⑶ 工事概要  

     校舎（鉄筋コンクリート造４階建て、延床面積５，０７６平方 

メートル）の外壁改修工事、内装及び建具改修工事外  

 ⑷ 工  期  

   令和元年７月８日から令和３年１月５日まで  

 ⑸ 契約の相手方  

   瀬戸市共栄通７丁目１６番地  

   沢田建設株式会社  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条  
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第１２号議案  瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘中学校

用備品一式の買入れについて  

担当課・係名  教育政策課 施設係  

１ 議案提出の理由  

  にじの丘学園用備品一式の買入れに当たり、議会の議決を求める

もの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 買入物件  

   にじの丘学園用備品一式  

 ⑵ 品名及び件数  

   下駄箱始め１３０件  

 ⑶ 買入価格  

   ９２，４００，０００円  

 ⑷ 買入先  

   小牧市新町一丁目４０番地  

   有限会社富田文溪堂  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  
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第１３号議案  瀬戸蔵条例の一部改正について  

担当課・係名  まるっとミュージアム課 瀬戸蔵係  

１ 条例改正の理由  

  施設の利便性及び利用者サービスの向上を図るため、施設等の利

用料金を指定管理者に収受させることができるようにすること並び

に消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴い、条例中所要の事項

を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

ア  市長は、適当と認めるときは、指定管理者に瀬戸蔵の利用に

係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる旨

を新たに規定する。  

イ  施設使用料及び附属設備使用料について、消費税率及び地方

消費税率が引き上げられることを考慮し額を改定する。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を改正条項に応じて、公

布の日、令和元年１０月１日、令和２年４月１日とし、所要の経

過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項

及び第９項  

⑵ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６

８号）  

⑶ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成２

４年法律第６９号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

瀬戸蔵の利用料金を指定管理者の収入として収受させることがで

きる利用料金制を導入することで、さらなる住民サービスの向上に

つながるもの  
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第１４号議案  瀬戸蔵ミュージアムの設置及び管理に関する条例の一

部改正について  

担当課・係名  文化課 瀬戸蔵ミュージアム  

１ 条例改正の理由  

  効率的な施設運営を行うため、施設の開館時間を変更すること並

びに消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴い、条例中所要の事

項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

ア  開館時間について、「午前９時から午後６時まで」を「午前

９時から午後５時まで」に変更する。  

イ  瀬戸蔵ミュージアムの入館料について、消費税率及び地方消

費税率が引き上げられることを考慮し額を改定する。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を改正条項に応じて、公

布の日、令和元年１０月１日、令和２年４月１日とし、所要の経

過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項  

⑵  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６

８号）  

⑶  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成２

４年法律第６９号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

入館者の動向を踏まえ、開館時間を変更することで、現状に即し

た施設の効率的な運営を行うことが可能となるもの  
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第１５号議案  瀬戸市文化ホール天井及び外壁改修（建築）工事請負

契約の締結について  

担当課・係名  文化課 文化係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市文化ホール天井及び外壁改修（建築）工事の請負契約を締

結するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 契約金額  

   ４５４，８５０，０００円  

 ⑵ 工事場所  

   瀬戸市西茨町１１３番地の３  

 ⑶ 工事概要  

文化ホール（鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建て、

延床面積６，５９２平方メートル）の天井及び外壁改修工事  

 ⑷ 工  期  

   令和元年７月８日から令和２年３月１３日まで  

 ⑸ 契約の相手方  

   名古屋市守山区大森一丁目２７０１番地  

   株式会社宇佐美組名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条  
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第１６号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、以下の路線を認定するもの  

 ⑴ 東山４４号線  

 ⑵ 坂上１１号線  
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第１７号議案  グレーチング跳ね上げによる車両損傷事故に係る損害

賠償の額の決定及び和解について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案提出の理由  

  平成３１年２月２０日菱野台４丁目地内において、相手方普通乗

用自動車が店舗に入る際、グレーチングが跳ね上がり車体底部に当

たり、当該車両が損傷した物損事故に係る損害賠償の額を決定し、

和解するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

  損害賠償の額  

  １ ,３８７，９９８円  

３ 議案提出に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号

及び第１３号  
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２ 予算関係  

 

 第１８号議案 令和元年度瀬戸市一般会計補正予算（第３号）  

  

第１９号議案  令和元年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）  

 

第２０号議案  令和元年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第１号）  

 

 

３ 人事関係  

 

同意第２号 瀬戸市副市長の選任について      （行政管理部人事課）  

瀬戸市副市長の任期満了（令和元年６年１５日）に伴うもの  

 

同意第３号 瀬戸市公平委員会委員の選任について（行政委員会事務局）  

瀬戸市公平委員会委員の任期満了（令和元年７月５日）に伴うもの  

 

 

４ 報告関係  

 

 報告第２号 平成３０年度瀬戸市一般会計予算繰越明許費の繰越しにつ  

いて  

 

 報告第３号 平成３０年度瀬戸市一般会計予算継続費の繰越しについて  

 

 報告第４号 平成３０年度瀬戸市一般会計予算事故繰越しについて  

 

報告第５号 平成３０年度瀬戸市下水道事業特別会計予算繰越明許費の  

繰越しについて  

 

報告第６号  平成３０年度瀬戸市下水道事業特別会計予算事故繰越し  

について  

 

報告第７号 平成３０年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算繰越明許費   

の繰越しについて  

 

報告第８号 平成３０年度瀬戸市水道事業会計予算の繰越しについて  

 

 報告第９号  平成３０年度瀬戸市水道事業会計予算継続費の繰越しにつ  

いて  
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報告第１０号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び  

和解の内容  

１ 
令 和 元 年 
５月２９日 

平成３１年３月２４日宝ケ丘町地内に
おいて、まるっとミュージアム課の軽貨
物自動車が信号待ちのため交差点で停車
しようとしたところ、後方から相手方軽
乗用自動車に追突され、当該軽貨物自動
車が損傷した物損事故  

相手方は、瀬戸市
に対し、金５２，３
０４円を支払う。  

 

 



認定路線図 

 

東山 44 号線 
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起点   

終点  
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認定路線図 

 

坂上 11 号線 

凡 例 

起点   

終点  
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参考資料第１８号～第２０号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・分担金及び負担金 　・繰越金

　・使用料及び手数料

　・寄附金

　・繰入金

　・繰越金（寄附金）

　・諸収入

２　一般会計

(1) 主な内容 （単位：千円）

オオサンショウウオ保護

コミュニティ助成

介護保険事業特別会計繰出金

子ども若者支援

民間保育所運営費補助金

ＵＩＪターン就業・創業移住支援金

(2) 地方債の追加

クリーンセンター施設整備

３　特別会計

(1) 介護保険事業特別会計

低所得者層の保険料軽減による補正を行うもの。

４　企業会計

消費税率の引上げに伴う支払消費税の補正を行うもの。

民 生 費

413 413

総 務 費

14,251

3,168 2,112 1,056

329

2,500

1,361

13,413

1,400

消費税率の引上げに伴い、消費税による公費を投入して行っている
低所得者層の保険料軽減措置の強化・対象者拡大を行うもの。

未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金

子どもの貧困に対応するため、国庫補助金を受け、一定要件を満た
す未婚のひとり親に対して寡婦控除適用時相当額を臨時・特別給付
金として支給するもの。

57,001 42,750

2,500

1,400

首都圏からの移住を促進し地方産業の担い手不足を解消するため、
地方創生推進交付金を活用し、一定要件を満たす移住者に対して支
援金を給付するもの。

不登校やひきこもりなどの社会的自立に困難を有する子ども若者を
支援するため、「子ども・若者支援地域協議会」を設置するもの。

保育士の就業継続を支援し離職防止を図るため、国庫補助金を活用
し、民間保育所に対して宿舎を借り上げるための費用の一部を補助
するもの。

1,000 750

宝くじの収益を原資とした(一財)自治総合センターのコミュニティ
助成金を受け、品野連合自治会のコミュニティ活動に対して補助金
を交付するもの。

ふるさと納税を原資とした「ふるさと応援基金」から繰入れし、オ
オサンショウウオの普及活動に取組むための環境整備を行うもの。

329

250

一般財源

商 工 費

区　　分

45,711

3,536,692

103.6%37,742

事　　業　　名

250,445合　　　計 ▲ 90,169 48,452

企　 業　 会　 計

109.3%

特　 別　 会　 計 26,902,000

44,900 42,068,934

97.7%

市　　債 そ　の　他 一般財源B

45,711250,445 168,658 29,595

C 国・県支出金

72,170,545

8,147

9,990,000

５月補正 D　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額

一　 般　 会　 計

６月補正当　　初

A

41,740,000

26,902,000

3,528,545

D

0介 護 保 険 事 業

0

令和元年度　　６月補正予算（案）概要

３月補正

▲ 90,169 48,452

A+B+C+D
対前年同期比

44,900176,805

29,595

9,990,000

72,507,626

8,147 89.2%

105.2%

27,464

補 正 額
財　　源　　内　　訳

国・県支出金 市　債 そ の 他

223

3,000

目　的　及　び　内　容

250

－21－　　　　　　　.



参考資料人事案件

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 R3.9.30

寺田　康孝 H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

二宮  あづさ H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 R4.9.30

佐野　嘉崇 H27.10.1 H27.10.1 R1.9.30

林　みゆき H27.10.1 H27.10.1 R1.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 R4.12.14

小池　雄三 H27.7.6 H27.7.6 R1.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 R3.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 H29.1.22 R2.1.21

水野　牧美 H16.12.21 H28.12.21 R1.12.20

矢野　幹三 H22.10.1 H28.10.1 R1.9.30

加藤  和守 H27.4.1 H30.4.1 R3.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 H29.1.20 R2.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 H28.12.21 R1.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　多喜雄 H25.7.1 H29.7.1 R3.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 R4.9.30

戸田　由久 R1.5.14 R1.5.14 R5.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年５月１４日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）
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参考資料人事案件

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年５月１４日現在

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

勝谷　哲次 H20.10.1 H28.12.24 R2.12.23

前野　宏衞 H27.7.9 H28.12.24 R2.12.23

戸田　千里 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

上川　和子 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H31.4.1 R4.3.31

野田　真澄 H17.7.1 H29.10.1 R2.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 R3.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 H29.4.1 R2.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 H29.4.1 R2.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H31.4.1 R4.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 H28.7.1 R1.6.30

今井　順子 H23.7.1 H29.10.1 R2.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 R3.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H31.4.1 R4.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 R3.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 H27.6.16 R1.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

横山　彰 H31.2.20 H31.2.20 R1.9.30

選挙管理委員（任期４年）

- 23 -



参考資料人事案件

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年５月１４日現在

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

井上　幾夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　基 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　安清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小林　晃久 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

武田　晴光 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

松原　清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

山田　泰司 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

横道　厚子 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

農業委員会委員（任期３年）
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国庫支出金 繰入金 市　債

円 円 円 円 円 円 円
4
衛生費

3
清掃費

ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業 40,392,000 40,392,000 40,392,000

8
土木費

2
道路橋りょう費

水 野 駅 北 口 整 備 事 業 4,556,000 4,556,000 4,556,000

品 野 窯 町 ２ 号 線 整 備 事 業 15,701,000 15,700,800 3,642,000 2,600,000 9,458,800

3
河川費

河 川 ・ 排 水 路 整 備 事 業 6,000,000 6,000,000 6,000,000

4
都市計画費 瀬 戸 市 役 所 前 駅

ト イ レ 整 備 事 業
6,500,000 6,500,000 6,500,000

公 園 施 設 整 備 事 業 23,760,000 23,760,000 10,500,000 9,400,000 3,860,000

10
教育費

2
小学校費

小 学 校 空 調 設 備 整 備 事 業 740,500,000 653,440,000 118,666,666 457,400,000 77,373,334

東 山 小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 12,000,000 12,000,000 2,557,000 4,343,000 5,100,000

3
中学校費

中 学 校 空 調 設 備 整 備 事 業 325,000,000 274,760,000 51,333,333 202,600,000 20,826,667

水 野 中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 14,000,000 14,000,000 2,951,000 5,149,000 5,900,000

参
考
資
料
報
告
第
２
号

‐
2
5
‐

金　　額
一般財源既収入特定財源

未　収　入　特　定　財　源

左　　の　　財　　源　　内　　訳

平　成　3　0　年　度　瀬　戸　市　一　般　会　計　予　算　繰　越　明　許　費　繰　越　計　算　書

翌年度繰越額款 項 事　　業　　名



国庫支出金 市　債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
10
教育費

1
教育総務費

小中一貫校整備事業 6,976,939,000 2,365,600,000 2,365,600,000 925,514,549 1,440,085,451 1,440,085,451 159,380,000 1,057,100,000 223,605,451

残  額
翌 年 度
逓 次
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

予 算
計 上 額

前 年 度
逓 次
繰 越 額

計 繰越金

参
考
資
料
報
告
第
３
号

　
　
　
　
　
　
　
‐
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平　成　3　0　年　度　瀬　戸　市　一　般　会　計　予　算　継　続　費　繰　越　計　算　書

款 項 事 業 名
継続費
の総額

特 定 財 源

平成30年度継続費予算現額 支 出 済
額 及 び
支 出 見
込 額



国庫支出金 市　債

円 円 円 円 円 円 円 円 円
8
土木費

2
道路橋りょう費

幡中南菱野線整備事業 19,068,480 19,068,480 19,068,480 19,068,480 事業遅延の為

用 地 整 理 事 業 5,190,000 5,190,000 5,190,000 5,190,000 事業遅延の為

道 路 橋 り ょ う
予 防 保 全 事 業

89,895,960 33,000,000 56,895,960 56,895,960 22,883,950 16,800,000 17,212,010 事業遅延の為

3
河川費

河川・排水路整備事業 16,329,600 16,329,600 16,329,600 16,329,600 事業遅延の為

4
都市計画費

陣 屋 線 整 備 事 業 15,590,880 4,100,000 11,490,880 11,490,880 11,490,880 事業遅延の為

########## 37,100,000 ########## 0 ########## 0 22,883,950 16,800,000 69,290,970

参
考

資
料

報
告

第
４

号

款 未収入特定財源

平　成　3　0　年　度　瀬　戸　市　一　般　会　計　予　算　事　故　繰　越　し　繰　越　計　算　書

左　　の　　財　　源　　内　　訳左　の　内　訳

既 収 入
特定財源

翌年度

繰越額

支出負
担行為
予定額支出未済額

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
‐

2
7
‐

一般財源
説　明

 支出負担
 行 為 額

事　業　名項
支出済額



国庫支出金 市　債

円 円 円 円 円 円
2
公共下水道建設
事業費

1
公共下水道建設
事業費 地 方 公 営 企 業 法 適 用 化 事 業 10,800,000 10,800,000 10,700,000 100,000

西 部 処 理 区 管 渠 整 備 事 業 18,300,000 18,300,000 18,300,000

既収入特定財源
未　収　入　特　定　財　源

左　　の　　財　　源　　内　　訳

平　成　3　0　年　度　瀬　戸　市　下　水　道　事　業　特　別　会　計　予　算　繰　越　明　許　費　繰　越　計　算　書

翌年度繰越額款

参
考
資
料
報
告
第
５
号

　
　
　
　
‐
2
8
‐

項 事　　業　　名 金　　額
一般財源



国庫支出金 市　債

円 円 円 円 円 円 円 円 円
2
公共下水道
建設事業費

1
公共下水道
建設事業費

西部処理区管渠整備事業 96,898,680 96,898,680 96,898,680 28,950,000 62,000,000 5,948,680 事業遅延の為

未収入特定財源

平　成　3　0　年　度　瀬　戸　市　下　水　道　事　業　特　別　会　計　予　算　事　故　繰　越　し　繰　越　計　算　書

左　　の　　財　　源　　内　　訳左　の　内　訳

既 収 入
特定財源

翌年度

繰越額

支 出 負
担 行 為
予 定 額

　
　
　
‐
29‐

参
考
資
料
報
告
第
６
号

支出済額 一般財源
説　明

 支出負担
 行 為 額

事　業　名
支出未済額

項款



円 円 円 円 円
1
総務費

1
総務管理費 介 護 保 険 新 元 号 対 応

シ ス テ ム 改 修 事 業
2,268,000 2,268,000 2,268,000

7
保健福祉事業費

1
保健福祉事業費

高 齢 者 見 守 り シ ス テ ム 構 築 事 業 20,701,000 20,701,000 20,701,000

参
考
資
料
報
告
第
７
号
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未収入特定財源
金　　額

一般財源既収入特定財源

左　　の　　財　　源　　内　　訳

平　成　3　0　年　度　瀬　戸　市　介　護　保　険　事　業　特　別　会　計　予　算　繰　越　明　許　費　繰　越　計　算　書

翌年度繰越額款 項 事　　業　　名



工事負担金
過年度分
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円
1
資本的支
出

1
建設改良費 配水設備拡張事

業
1,617,452,801 1,327,500,676 141,780,240 1,238,760 140,541,480 148,171,885

事業遅延
の為

予算計上額

左 の 財 源 内 訳

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

支払義務発生額 翌年度繰越額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

　
　
‐
31‐

参
考
資
料
報
告
第
８
号

平　成　３　０　年　度　瀬　戸　市　水　道　事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書

不 用 額 説　明款 項 事 業 名



 

 

平成３０年度瀬戸市水道事業会計予算継続費繰越計算書 

 

款 項 事 業 名 継続費の総額 

３０年度継続費予算現額 

支払義務 

発 生 額 
残 額 

翌年度逓次 

繰  越  額 

翌年度逓次繰

越額に係る財

源内訳 

翌年度逓次繰越額

に係る繰越を要す

るたな卸資産の購

入限度額 
予算計上額 

前 年 度 

逓次繰越額 
計 

工事負担金 

1 1  円 円 円 円 円 円 円 円 円 

資

本

的

支

出 

建

設

改

良

費 

上陣屋配水

場移転事業 
744,000,000 565,000,000 74,388,401 639,388,401 620,522,207 18,866,194 18,866,194 18,866,194  

 

参
考
資
料
報
告
第
９
号

 

-
 
3
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-
 


